
次のとおり一般競争入札（持参入札）に付します。 

 

令和５年１月２７日 

社会福祉法人笑顔いちばん 

理事長 山口 専太郎 

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 工 事 名 「地域密着型特別養護老人ホーム 笑顔いちばんの家 新築工事」 

 (2) 工事場所 岐阜県各務原市鵜沼羽場町八丁目５番１ 

 (3) 工事内容 地域密着型特別養護老人ホーム29床 短期入所生活介護10床 新築工事 

  ア 構  造 木造（枠組壁工法）耐火建築物 ２階建て 一部 鉄骨造 

  イ 敷地面積 2,971.29㎡ 

ウ 建築面積 1,051.66㎡ 

エ 延床面積 1,689.21㎡ 

 (4) 工  期 契約締結日から令和6年1月31日まで 

 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 建設業許可を受けていること。 

 (2)  岐阜県及び愛知県に本社を有する者であること。ただし、営業年数が５年以上ある者。 

 (3)  介護施設の建設工事の実績があるもの。 

 (4) その他、一般競争入札（持参入札）入札説明書（以下「入札説明書」という。）に定め

る参加資格要件を満たしていること。 

 

３ 入札手続等 

 (1) 契約条項を示す場所 

   株式会社笑顔いちばん 

   〒504－0942 岐阜県各務原市小佐野六丁目62番地（2階） 

          電話 058－216－8230 FAX 058－216－8231 

 

 (2) 入札説明書等の交付 

  ア 交付方法 

   (ｱ) 交付場所 

   株式会社 笑顔いちばん 

   〒504－0942 岐阜県各務原市小佐野六丁目62番地（2階） 

          電話 058－216－8230 FAX 058－216－8231 

     令和5年1月27日（金）～令和5年2月9日（木）  

     午前10時～正午及び午後1時～午後5時 

     ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日（以下「休日」という。）を除く。 

   



 (ｲ) メールによる交付 

     上記期間内に、下記アドレスへの電子メール請求によりファイルを交付 

          担当者 理事 横山祐介 

     E-mail y.yusuke@egao1ban.jp 

  イ 交付図書 

    仕様書、設計書、入札説明書、等 

    ただし、交付図書は無償とする。 

 

 (3) 本公告及び交付図書に対する質問 

    設計図書交付時に詳細をお知らせする。 

 

 (4) 入札日時等 

  ア 入札日時 

    令和5年2月27日（月） 午前10時 

  イ 入札場所 

   株式会社 笑顔いちばん 

   〒504－0942 岐阜県各務原市小佐野六丁目62番地（2階） 

  ウ 入札方法 

    入札書（入札金額は税抜きで記入。）、名刺等の身分が分かるもの、代理の方は委任

状を持参すること。また、入札説明書に定めるところにより、誓約書を提出するとと

もに、積算内訳書を作成の上、持参すること。 

  エ 入札回数 

    1回（落札者が決定しない場合は、再入札を2回まで行う。） 

  オ 落札者の決定 

    入札説明書に定める方法による。 

 

 

 (5) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出 

  ア 提出方法 

    (2)に示す場所へ送付又は持参すること。また、２(3)に掲げる施工実績が確認でき

るものを必ず添付すること。 

   イ 提出書類 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

    ②２(3)に掲げる施工実績が確認できる資料 

    ③長型3号封筒（入札参加資格確認結果送付用） 

     貴社の住所・名称記載、切手84円貼付 

  ウ 提出期間 

    令和5年1月30日（月）～令和5年2月10日（金） 

    午前10時～正午及び午後1時～午後5時 

    ただし、休日を除く。 



 

 (6) 資格確認 

   令和5年2月13日（月）に、まず電話にて連絡。当日発送の書面にて正式通知する。 

 

４ その他 

 (1) 入札保証金及び契約保証金の納付義務 

   入札説明書に定めるとおり。 

 (2) 予定価格の設定方法 

   総額で定める。 

 (3) 入札の無効 

   本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札等、入札説明書に定める事

項に該当した入札は、無効とする。 

 (4) 契約書の作成の要否 

   要。ただし、本工事は各務原市の補助金対象事業であるため、契約書等に下記を明記

すること。 

   「本工事は各務原市の補助金対象事業であるため、関係法令通知及び各務原市介護保

険課の指導に従い、工事を施工します。」 

 (5) 工事費の支払時期 

   契約締結時に定めるものとする。ただし、各務原市の補助金をもって支払う場合にあ

っては、当該補助金の交付後遅滞なく支払うものとする。 


